
ガラパゴス諸島持ち込み宣誓書登録のご案内 

 
＊ガラパゴス諸島の入島には、事前オンライン申請手続きが必要となります。 
＊各自にて申請手続きを行うようお願いいたします。 
＊おひとり様につき 1 回の登録が必要です。 
＊入島予定日の 2 日前（48 時間前）からの登録が可能です。 
（※日本出発１月 13 日の場合、ガラパゴス諸島への入島は 1 月 14 日のため、電子持ち込
み宣誓書の登録は、日本時間 1 月 12 日から登録可能となります。） 
＊登録は無料です。有料ページやクレジットカード番号入力などは必要ありません。 
 
『用意するもの』 
① パスポート 
② ガラパゴス諸島入島持ち込み宣誓書登録ウェブサイト 

https://siabg.abgalapagos.gob.ec/declaraciones/nueva 

 

『申請手順』 
≪ステップ 1≫上記の②ガラパゴス諸島入島持ち込み宣誓書登録ウェブサイトまたは QR
コードより登録 
≪ステップ 2≫次のぺージを参考に、必要情報をローマ字で入力ください。 
≪ステップ 3≫「印刷」または「PDF にして保存」をクリックしスクリーンショットにて
保存ください。 
≪ステップ 4≫キト空港のガラパゴス行専用荷物検査場（搭乗前）およびバルトラ空港到
着時に QR コードを提示ください。 
 

阪急交通社 



氏名（姓）氏名（名） プルダウンより、
国籍「JP Japonés」を選択

プルダウンより、パスポート
（Pasaporte）を選択

パスポート番号を入力

自宅住所をローマ字で入力

メールアドレスを入力 電話番号を入力（空欄でも可）

次へ（Siguiente）をクリック

パスポート番号を入力



出発空港→プルダウンより、「Aeropuerto
Internacional Mariscal Sucre（UIO）」を選択

次へ（Siguiente）をクリック

到着空港→プルダウンより、「Aeropuerto
Seymour（Baltra）（GPS）」を選択

キト→バルトラ空港行きフライトの搭乗日を
カレンダーより選択 航空会社名→「Avianca」を選択

フライト番号を入力（例：1686）



私は次のことを宣言します。

1. 加工済み、生鮮、調理済みの食品、植物、花、果物、種子、芽、球根、生きた動物、
木材、手工芸品、生物製品、土、砂、岩石、鉱物を持ち込みます。

2. 過去 72 時間以内に、家畜や野生動物が集中している場所 (農場、動物園、保護地
域など) に行ったことがありますか。

3. テント、寝袋、ハイキングブーツなどのキャンプ用品を持参します。

このフォームに記入された情報は、私の知る限りにおいて真実かつ正確であることを
確認します。虚偽、不正確、または誤解を招くような記述があった場合、申請が取り
消される可能性があり、場合によっては法的措置の対象となる可能性があることを理
解しています。

Si（はい）No（いいえ）
いずれかを選択
（基本はいいえ）

Si（はい）No（いいえ）
いずれかを選択
（基本はいいえ）

Si（はい）No（いいえ）
いずれかを選択
（基本はいいえ）

チェックを入れる→

クリックして署名する

ガラパゴス諸島の環境保護に関する情報を受け取るならチェック
宣誓を保存→クリック



パスポート番号が反映

氏名が反映

署名が反映

搭乗日

出発空港
到着空港

航空便名/航空会社名

印刷 編集 PDFにして保存 メール送信

見本


